
【注意事項】 

１ 申請前にハローワーク利用登録を行ってください。 

２ 仕事が決まった場合は届出が必要ですので、速やかにご報告ください。 

３ 求職活動理由による保育の認定期間は、３か月間です。３か月経過時に就労できなかった場合は、原則として

退園いただきます。 

求 職 活 動 申 立 書 
 

施設名              

児童名 ① ② ③ 

自宅住所  

電話番号  

 

求職活動開始日 年    月    日から 

求職活動日数 週     日 活動時間帯 午前  時   分～午後  時   分 

活動の内容 

（複数回答可） 

□公共職業安定所（ハローワーク）に通っている（通う予定） 

□新聞・インターネット等で求人情報を検索し、探している（探す予定） 

□会社説明会や就職セミナー等を受けている（受ける予定） 

□その他（                      ） 

求職の条件 

（複数回答可） 

希望職種 
□小売販売業 □印刷製造業 □運送業  □建設塗装業  

□理美容室  □飲食業   □医療・福祉業  □その他 

勤務地  

雇用形態 □正規  □パート  □アルバイト  □その他  

勤務時間 

【平日】 

午前・午後   時   分 ～ 午前・午後   時    分まで 

【土・日】 

午前・午後   時   分 ～ 午前・午後   時    分まで 

添付書類 □ ハローワーク受付票の写し 利用登録日   年    月    日  

 

（あて先） 十日町市長 宛 

上記のとおり相違ないことを申し立てます。 

  

                   年    月    日 
 

                       住  所 十日町市                                
 

                       氏  名                                       
 

児童との続柄                                    

 


